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表紙

第67 回

日　時
　

2025年４月24日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場　所
　

東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号
ロイヤルパークホテル３階
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

決議事項
　
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案

第４号議案

取締役（監査等委員である取
締役を除く）６名選任の件
監査等委員である取締役１名
選任の件

定 時 株 主 総 会
招集ご通知

ご来場の際は、本書と議決権行使書用紙
をご持参ください。



代表取締役社長
小林 統
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株主のみなさまへ
　さまざまな空間を、人と人、人とモノ、人と情報が
交わる豊かな体験の場として彩ることが、私たち丹青
社の役割です。私たちはつねに事業主のみなさまの事
業の成功と、空間の利用者の方々の感動や満足を追求
し、丹精をこめて、「こころを動かす空間づくり」を
実践しています。オンラインでの活動やコミュニケー
ションが広く普及した今だからこそ、身体的な感覚を
伴う、フィジカルな体験はこれまで以上に重要になり
ます。そうした空間の価値と可能性を信じ、より良い
空間の実現に挑み続けています。
　今、デジタル技術の進化やサステナビリティへの対応
など、環境の変化はかつてないほど早く、激しくなって
います。私たちは、この変化にしっかりと向き合い、既
成概念にとらわれず、自らを変革させていきます。「空
間づくりのプロフェッショナル」として、創造性と技術
に磨きをかけ、研鑽を重ねるとともに、数多くの空間づ
くりを通して得た経験とノウハウ・資源を活かして、新
たな価値の創造にも挑戦していきます。
　これからも、変化する社会と、多様化・高度化するニ
ーズをしっかりと捉え、すべてのステークホルダーのみ
なさまと、ともに考え、ともに成長しながら、豊かな、
そして持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【目次】
■株主のみなさまへ………………………………………… １
■第67回定時株主総会招集ご通知………………………… ４
■株主総会参考書類
・第１号議案 剰余金処分の件…………………………… 9
・第２号議案 定款一部変更の件………………………… 10
・第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除

く）６名選任の件………………………… 11
・第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件… 17
■事業報告…………………………………………………… 20
■連結計算書類……………………………………………… 43
■計算書類…………………………………………………… 46
■監査報告…………………………………………………… 49
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ごあいさつ

パーパス／私たちの存在意義

バリュー／私たちの価値観

人と向き合う 空間を通じてつながる仲間やステークホルダーの想いに誠実に向き合う。

丹精をこめる プロフェッショナルの矜持と業(わざ)で、一つ一つの仕事に真摯に取り組む。

いまの先に挑む しなやかな思考と創造力で自らを成長・変革させながら、挑戦し続ける。

個性をかけ合わせる きらめく創造性、尖った技術、それぞれの個性を認め合い、こころを一つにする。

仕事を楽しむ 全ての仕事と変化を楽しむ。

空間から未来を描き、人と社会に
いろどり
丹青を。

私たち丹青社グループは、こころを動かす空間づくりのプロフェッショナルです。
私たちが考える空間づくり―

それは、まだ世の中にないものを、かたちにすること。
そして、空間によってもたらされるこころ動く体験を生み出すこと。

よろこび、おどろき、安心、感動。
そこに集う人々の生活や人生を、豊かなこころの動きで彩るために。
そして、社会を「丹(あか)と青」の豊かな色で鮮やかに彩るために。

私たちは多彩な個性を生かして、
これまでもこれからも、こころを動かす空間づくりに挑戦し続けます。
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ごあいさつ

私たちの未来ビジョン2046
こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル集団であり

空間と自分自身の可能性を切り拓くチャレンジ集団でもあり続ける
変化する社会に、空間づくりからできることを。
サステナビリティ
　気候変動をはじめとする環境・社会課題に向き合い、その解決に真摯に取り組みます。空間づくりの
プロセスをサステナブルなものに変革するとともに、価値ある空間の創造によって、もっと彩りあふれ
る持続可能な社会の実現に貢献します。
ボーダーレス
　海外と国内、都市と地域、リアルとバーチャル、あらゆる境界を飛び越えてシームレスに事業展開
し、世界中のクライアントやパートナーと共創することで、これまでにない体験価値を創造します。さ
らに空間づくりを通して、日本各地の価値ある文化や自然、技術の魅力を高め、世界に向けて発信しま
す。

変化する市場・顧客に、こころを動かすソリューションを。
基盤の強化
　最先端のテクノロジーや新しい価値観を積極的に取り入れ、根幹の課題解決力を絶えず磨くことで、
「こころを動かす空間づくり」のプロフェッショナルとしてさらなる高みを目指します。
領域の拡張
　市場やクライアントが抱える複雑で多岐にわたる課題に向き合い、従来の枠に囚われず、新たなフィ
ールド、新しいビジネスモデルへと事業を拡張し、「こころを動かす」空間ソリューションを提供する
ベストパートナーを目指します。

そのために、私たちは進化し続けます。
人が中心の組織と働き方
　多彩な人材が協働し共創することで、より柔軟性の高いイノベーティブな集団へと成長します。そし
て、働き方の多様性を担保し、一人ひとりの生き方や幸せを尊重することで、強い個で構成された集団
としてクリエイティビティを向上させます。
人を想う空間づくり
　こころの豊かさや人間性への回帰が求められるこれからの社会において、人と人をつなぐ空間でさら
なる感動を創出するために、私たち自身の可能性を追求し続けます。
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード　9743
2025年４月２日

東京都港区港南１丁目２番70号

株式会社　丹　青　社
代表取締役社長 小林　統

【当社ウェブサイト】
https://www.tanseisha.co.jp/ir/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9743/teiji/

【書面による議決権行使の場合】
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2025年４月23日（水曜
日）午後５時45分までに到着するようご送付ください。
事前にインターネットで議決権行使いただいた株主様には、
議案の賛否にかかわらず、抽選で100名様に電子ギフト
（500円相当）を贈呈いたします。応募方法はこちら ⇒ https://youtu.be/Vxj8vOCGMQ8

第67回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記により開催いたします。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（以下、「電子提供措置事項」と
いう。）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しており
ますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「ＩＲライブラリ」にある「株主総会資料」よりご確認くだ
さい。）

　なお、当日ご出席に代えて、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記
の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
【インターネット等による議決権行使の場合】
　当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、賛否をご入力のうえ、
2025年４月23日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使ください。

敬　具
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招集ご通知

■１ 日　　時 2025年４月24日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

■２ 場　　所 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号
ロイヤルパークホテル３階
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

■３ 目的事項 報告事項 １. 第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

■４ 議決権行使のご案内 7頁記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。

記

以　上
事前質問受付のご案内

　本株主総会におきましては、メールにて事前質問の受付をさせていただきます。
　頂戴しましたご質問の中で、株主のみなさまの関心の高い事項につきましては、株主総会にてご回答させていただ
きます。

質問方法
下記メールアドレスに、必要事項を入力したメールをお送りください。
【メールアドレス】soukai_qa@tanseisha.co.jp
【必要事項】①お名前　②ご住所　③ご質問（300文字以内で、要点を簡潔に、お願いいたします。）
【受付期間】2025年４月２日（水曜日）午前10時から2025年4月15日（火曜日）午後5時45分まで
※ご質問は株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただき、個別回答はいたしかねます。
※ご質問を承りますが、回答をお約束するものではございません。
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招集ご通知

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様に一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいた

します。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第17条第２項の規定に基づき、
お送りする書面には記載しておりません。
①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表
従いまして、当該書面に記載している連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査
報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および
修正後の事項を掲載してお知らせいたします。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主のみなさまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

インターネット等で
議決権を行使する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2025年４月24日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2025年４月23日（水曜日）
午後５時45分入力完了分まで

2025年４月23日（水曜日）
午後５時45分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２、４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
機関投資家のみなさまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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剰余金処分議案

第１号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する
事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 30円
総額 1,443,173,550円
これにより、既にお支払いしております中間配当金（１株につ
き金15円）を加えた年間配当金は、１株につき金45円となり
ます。

剰余金の配当が効力を生じる日 2025年４月25日

株主総会参考書類

　当社は、長期的な観点に立ち資本の充実を勘案しながら、収益の状況に応じた配当を行うことを基本方針とし、こ
の方針に基づき配当性向等を考慮し利益の配分を行っております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の経営環境等を総合的に勘案して、以下のとおりといたし
たいと存じます。

期末配当に関する事項
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定款一部変更の件

第２号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案

第１章　総　　則 第１章　総　　則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(8) （条文省略）

（新　　設）
(9) （条文省略）

第２条 （現行どおり）
(1)～(8) （現行どおり）
(9) 古物の買取および販売
(10) （現行どおり）

１. 提案の理由
　当社は、古物を用いて、より環境に配慮した空間づくりを目指すため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追
加するものであります。
　また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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取締役選任議案

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

候補者番号 氏　名 当社における地位および担当 属　性 取締役会
出席状況

１ こ

小
ばやし

林
 

　
 

　
 

　
おさむ

統 男性 代表取締役社長 再 任
　

17/17回

２ も り

森
な が

永
 

　
 

　
と も

倫
お

夫 男性 取締役、デザイン・制作担当 再 任
　

17/17回

３ ふ か

深
や

谷
 

　
 

　
 

　
とおる

徹 男性 取締役、営業・マーケティング担当 再 任
　

17/17回

４ つ

津
く

久
い

井
 

　
て つ

哲
お

雄 男性 取締役、経営管理担当 再 任
　

17/17回

５ の

野
む ら

村
 

　
 

　
え い

英
じ

司 男性 執行役員、経営企画センター長 新 任 －/－回

６ い た

板
や

谷
 

　
 

　
と し

敏
ま さ

正 男性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

17/17回

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（６名）は、本総会の終結の時をもっ
て任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役の選任および報酬等については、「指名・報酬諮問委員会」に監査等委員である社外取締役３名全員が出席
して意見を述べ、また常勤の監査等委員が候補者選定の方針のほか、報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法
等を確認し、監査等委員会において報告、協議いたしました。この結果、監査等委員会としては、取締役の選任およ
び報酬等のいずれについても会社法の規定に基づき株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っておりま
す。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

47,814株
取締役在任年数

9年
取締役会出席状況

17/17回

候補者番号

１ こ

小
 

 
ば や し

林
 

　
 

　
 

 
お さ む

統（1959年６月19日生）　 男性 再 任
　

［略歴、当社における地位および担当］
    1984年    4 月 当社入社
    1999年    4 月 当社営業本部第２営業統括部

第２営業部長
    2006年    4 月 当社営業本部第１IMC統括部長
    2008年    2 月 当社ＩＭＣ事業部長
    2015年    2 月 当社ＣＳ事業部長
    2016年    4 月 当社取締役ＣＳ事業部長、

商業その他施設事業担当　

    2017年    2 月 当社取締役商業その他施設事
業担当

    2019年    2 月 当社取締役常務商業その他施
設事業担当

    2021年    2 月 当社取締役常務営業担当、商
業その他施設事業担当

    2022年    2 月 当社取締役専務営業担当、商
業その他施設事業担当

    2023年    4 月 当社代表取締役社長（現任）　

取締役候補者とした理由
小林統氏は当社入社以来、営業業務に従事し、プロモーション分野を担当する部門長を経
て、取締役に就任しております。
取締役就任後は経営全般に関する知見を広め、2023年に当社代表取締役社長に就任し、自
身の経験を活かして事業の発展に努めております。
同氏はディスプレイ業における豊富な経験と経営に関する見識を有しているため、引き続き
取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

20,871株
取締役在任年数

8年
取締役会出席状況

17/17回

候補者番号

２ も り

森
 

 
な が

永
 

　
と も

倫
 

 
お

夫（1963年４月９日生）　 男性 再 任
　

［略歴、当社における地位および担当］
    1986年    4 月 当社入社
    2006年    4 月 当社第１制作統括部長
    2008年    2 月 当社ＩＭＣ事業部副事業部長
    2013年    2 月 当社ＣＳ事業部副事業部長
    2017年    2 月 当社安全・技術推進センター

長　

    2017年    4 月 当社取締役安全・技術推進セ
ンター長、制作担当

    2018年    2 月 当社取締役テクニカルセンタ
ー長、制作担当

    2023年    2 月 当社取締役制作担当
    2023年    4 月 当社取締役デザイン・制作担

当（現任）　

取締役候補者とした理由
森永倫夫氏は当社入社以来、制作業務に従事し、部門長を経て、取締役に就任しておりま
す。
取締役就任後は経営全般に関する知見を広めるとともに、生産体制（デザインおよび制作）
の強化、品質の向上（デザイン・制作、施工）および生産性の向上に取り組んでおります。
同氏は制作業務における豊富な経験と実績および経営に関する見識を有しているため、引き
続き取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

5,703株
取締役在任年数

2年
取締役会出席状況

17/17回

候補者番号

３ ふ か

深
 

 
や

谷
 

　
 

　
 

 
と お る

徹（1964年５月13日生）　 男性 再 任
　

［略歴、当社における地位および担当］
    1989年    4 月 当社入社
    2006年    4 月 当社第１商空間統括部営業２

部長
    2012年    2 月 当社ＣＳ事業部第２営業統括

部長
    2015年    2 月 当社ＣＳ事業部副事業部長　

    2017年    2 月 当社コマーシャルスペース事
業部長

    2023年    2 月 当社参与
    2023年    4 月 当社取締役営業・マーケティ

ング担当（現任）　

取締役候補者とした理由
深谷徹氏は当社入社以来、営業業務に従事し、部門長・事業部長を経て、取締役に就任して
おります。
取締役就任後は、経営全般に関する知見を広めるとともに、営業活動ならびにマーケティン
グ活動の強化に取り組んでおります。
同氏は営業業務における豊富な経験と実績および経営に関する知見を有しているため、引き
続き取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

　

所有する当社の株式数

6,358株
取締役在任年数

2年
取締役会出席状況

17/17回

候補者番号

４ つ

津
く

久
い

井
 

　
て つ

哲
お

雄（1966年12月27日生）　 男性 再 任
　

［略歴、当社における地位および担当］
    1989年    4 月 当社入社
    2014年    2 月 当社事業管理統括部事業推進

部長
    2020年    2 月 当社経営企画統括部長　

    2023年    2 月 当社参与
    2023年    4 月 当社取締役経営管理担当（現

任）　

取締役候補者とした理由
津久井哲雄氏は当社入社以来、情報システム、事業管理業務に従事し、部門長を経て取締役
に就任しております。
取締役就任後は、経営全般に関する知見を広めるとともに、デジタルを活用した業務プロセ
スの改善ならびに働き方改革等に取り組んでおります。
同氏は事業管理業務における豊富な経験と実績および経営に関する知見を有しているため、
引き続き取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

3,612株
取締役在任年数

－年
取締役会出席状況

－回

候補者番号

５ の

野
 

 
む ら

村
 

　
え い

英
 

 
じ

司（1964年４月11日生）　 男性
新 任

　

［略歴、当社における地位および担当］
    1989年    ４月 当社入社
    2006年    ４月 当社第１商空間統括部営業

１部長
    2008年    ２月 当社商空間事業部スペース

クリエイション統括部長
    2012年    2 月 当社ＣＳ事業部プロジェク

ト統括部長
    2013年    ８月 当社ＣＳ事業部西日本統括

部関西支店長　

    2015年    2 月 当社ＣＳ事業部副事業部長
    2017年    2 月 当社コミュニケーションスペ

ース事業部長
    2023年    ２月 当社人事・総務統括部長
    2024年    ２月 当社執行役員経営企画センタ

ー長（現任）　

取締役候補者とした理由
野村英司氏は当社入社以来、営業業務に従事し、支店長、事業部長を経て経営企画センター
長に就任しております。
同氏は支店長、事業部長として当社事業における豊富な経験と実績を有しており、また、現
職においては、働き方改革等に取り組んでおります。今後、人的資本経営の実現に向けて力
を発揮してもらえることを期待して、新たに取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。
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取締役選任議案

所有する当社の株式数

0株
社外取締役在任年数

4年
取締役会出席状況

17/17回

候補者番号

６ い た

板
 

 
や

谷
 

　
と し

敏
 

 
ま さ

正（1963年４月24日生）　 男性

再 任
社 外
独 立

［略歴、当社における地位および担当］
    1989年    4 月 清水建設株式会社入社
    2000年    10月 プロパティデータバンク株式

会社設立代表取締役社長
    2021年    4 月 当社社外取締役（現任）　

    2022年    4 月 プロパティデータバンク株式
会社代表取締役会長（現任）

    2023年    4 月 早稲田大学大学院創造理工学
研究科客員教授（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割
板谷敏正氏は、プロパティデータバンク株式会社の代表取締役として、企業経営に関する豊
富な経験と幅広い見識を有しており、また、当社が今後推進するデジタル活用についても専
門性を有しております。
同氏には、その経験および見識を活かした、当社経営に対する助言ならびに取締役会の監督
機能の向上に貢献していただけることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といた
しました。

［重要な兼職の状況］
 プロパティデータバンク株式会社代表取締役会長
 早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授

　
（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．所有する当社の株式数については、2025年１月31日現在の所有株式数を記載しております。また、丹青社役員持株会
における本人持分を含めて記載しております。

３．板谷敏正氏は社外取締役候補者であります。
４．当社は板谷敏正氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または会社法第425条第１項に定める最
低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、板谷敏正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合
は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

６．当社は、役員等賠償責任保険契約を締結しており、2025年５月に更新予定であります。本議案でお諮りする取締役の各
氏のうち再任予定の候補者については、すでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者とな
ります。また、新任の候補者については、選任後被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告
「４．(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
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監査等委員である取締役選任議案

第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件

所有する当社の株式数

6,000株
取締役在任年数

－年
取締役会出席状況

－回

す が

菅
 

 
の

野
 

　
あ つ

敦
 

 
お

夫（1959年11月22日生）　 男性 新 任
　

［略歴、当社における地位および担当］
    1989年    10月 当社入社
    2000年    ４月 当社技術設計統括部 積算購

買室 購買管理部長
    2011年    2 月 当社制作管理センター　購

買推進室長
    2012年    2 月 当社事業管理統括部長　

    2017年    ２月 当社クロスメディアインキュ
ベートセンター長

    2019年    2 月 当社ＣＭＩセンター長
    2023年    4 月 当社プリンシパルプロデュー

サー
    2024年    2 月 当社ＣＭＩセンター付
    2025年    2 月 当社参与（現任）　

取締役候補者とした理由
菅野敦夫氏は当社入社以来、制作部門において当社グループの購買業務に従事し、事業管理
の部門長を経てデジタル技術を用いた演出技術を統括する部門長に就任しております。
同氏は購買業務および事業管理業務に関する豊富な経験と実績を有しております。今後、監
査等委員である取締役の立場から経営に参画し、内部統制システムのプロセスを構築した経
験等も活かしながら、当社のコーポレートガバナンスの充実に貢献してもらえることを期待
して監査等委員である取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

　

　監査等委員である取締役戸髙久幸氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委
員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．所有する当社の株式数については、2025年１月31日現在の所有株式数を記載しております。
３．当社は、菅野敦夫氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000万円または会社
法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を締結しており、2025年５月に更新予定であります。本議案でお諮りする監査等委員
である取締役の候補者については、選任後被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「４．
(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。

以 上
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参考①

本株主総会後の取締役会構成員として期待する役割

地位 氏名

取締役会構成員として期待する役割

企業経営 財務・会計 人材開発

リスク
マネジメント
コンプラ
イアンス

社会
環境
安全

Digital
先端技術

営業
販売

クリエイティブ
デザイン設計

品質・技術
制作

監査
監督

代表取締役社長 小 林 　 統 男性 ○ ○ ○

取締役 森 永 倫 夫 男性 ○ ○ ○ ○ ○

取締役 深 谷 　 徹 男性 ○ ○

取締役 津久井哲雄 男性 ○ ○ ○ ○

取締役 野 村 英 司 男性 ○ ○ ○

社外取締役 板 谷 敏 正 男性 ○ ○ ○

常勤監査等委員 菅 野 敦 夫 男性 ○ ○ ○

監査等委員
（社外取締役）

吉 井 清 信 男性 ○ ○ ○

監査等委員
（社外取締役）

槇原耕太郎 男性 ○ ○ ○

監査等委員
（社外取締役）

保 坂 理 枝 女性 ○ ○ ○
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参考②

【ご参考】
　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下のとおり「社外取締役の独立性基
準」を定めております。

社外取締役の独立性基準

　当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、下記の要件のいずれかに該当する者は、
独立性を有しないものとする。
1. 取締役就任時において、次の①～⑧のいずれかに該当する者

① 当社の主要な株主（議決権保有割合10％以上の株主）またはその業務執行者
② 当社の取引先であり、かつ、直近事業年度における当社との取引額が連結売上高の１％を

超える取引先またはその業務執行者
③ 当社を取引先とするものであり、かつ、直近事業年度における当社との取引額がそのもの

の年間売上高の１％を超えるものまたはその業務執行者
④ 当社の資金調達において代替性が無い程度に依存している金融機関またはその業務執行者
⑤ 当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員、パートナーおよび従業員
⑥ 当社から直前事業年度において1,000万円を超える寄附または助成を受けている組織の業務

執行者
⑦ 弁護士、公認会計士、税理士ならびに外部コンサルタントであって、当社が支給する役員

報酬以外に1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を当社から得ている者
⑧ 法律事務所、監査法人、税理士法人ならびに外部コンサルティングファームであって、そ

の年間連結売上高の１％以上の支払いを当社から受けた先に所属する者
2. 過去10年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者
3. 当社の社外取締役としての在任期間が６年を超える者
　なお、本独立性基準を制定した時点において、当社の社外取締役に就任している者の在任期間

の計算は本独立性基準を策定した日を起点とする。
以 上
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事業の経過およびその成果

1 企業集団の現況に関する事項

区分 第66期
（2023年度）

第67期
（2024年度） 増減額 増減率

売 上 高 81,200 91,858 10,657 13.1％

営 業 利 益 3,883 5,147 1,263 32.5％

経 常 利 益 3,995 5,316 1,321 33.1％

親会社株主に帰属する当期純利益 2,771 3,875 1,104 39.9％

事業報告（2024年２月１日から2025年１月31日まで）

(1) 事業の経過およびその成果
　当連結会計年度（2024年２月１日～2025年１月31日）における我が国経済は、雇用・所得環境が改善するな
か、各種政策の効果もあり、緩やかに回復しているものの、欧米における高い金利水準の継続や、中国における不動
産市場の停滞の継続に伴う影響等、海外景気の下振れが我が国景気を下押しするリスクとなっていることもあり、依
然として不透明さが残っています。
　当ディスプレイ業界の事業環境につきましても、個人消費の一部に足踏みがみられる一方で、企業の販促投資が持
ち直していること等により、需要は回復してきております。しかしながら、物価上昇や人件費の増加等によるコスト
上昇リスクについても、引き続き注視していく必要があります。
　このような状況のもと当社グループは、中期経営計画（2025年１月期～2027年１月期）に基づき、早期の業績
回復の実現と更なる企業価値の向上を目標に事業活動を展開してまいりました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は918億58百万円（前連結会計年度比13.1％増）となり、営業利益は51億47
百万円（前連結会計年度比32.5％増）、経常利益は53億16百万円（前連結会計年度比33.1％増）、親会社株主に帰
属する当期純利益は38億75百万円（前連結会計年度比39.9％増）となりました。
　また、当連結会計年度の受注高は1,111億52百万円（前連結会計年度比35.0％増）となりました。

(単位：百万円)
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事業の経過およびその成果

商業その他施設事業 売上高 54,395百万円
（前連結会計年度比16.2％増）

　
46,823

第66期
（2023年度）

54,395

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）売上高

2,341

第66期
（2023年度）

3,295

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）セグメント利益

　商業その他施設事業においては、需要の回復
に伴い、主にホテル、ショールーム、オフィス
および大阪・関西万博等の新改装案件が増加し
たこと等から、売上高、セグメント利益ともに
前連結会計年度を上回りました。

ホテルインディゴ箱根強羅
＜事業主＞GHS箱根株式会社

＜業務範囲＞デザイン・設計、制作・施工

　この結果、商業その他施設事業の売上高は543億95百万円（前連結会計年度
比16.2％増）、セグメント利益は32億95百万円（前連結会計年度比40.7％
増）となりました。

チェーンストア事業 売上高 27,074百万円
（前連結会計年度比16.3％増）

　
23,282

第66期
（2023年度）

27,074

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）売上高

1,125

第66期
（2023年度）

1,829

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）セグメント利益

　チェーンストア事業においては、需要の回
復に伴い、飲食店分野及びその他専門店分野
いずれにおいても新改装需要が増加したこと
等から、売上高、セグメント利益ともに、前
連結会計年度を上回りました。
　この結果、チェーンストア事業の売上高は
270億74百万円（前連結会計年度比16.3％増）、

治一郎 大船ルミネウィング店
＜事業主＞株式会社ヤタロー

＜業務範囲＞デザイン・設計、制作・施工

セグメント利益は18億29百万円（前連結会計年度比62.4％増）となりまし
た。

報告セグメント等の業績
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事業の経過およびその成果

文化施設事業 売上高 9,925百万円
（前連結会計年度比7.0％減）

　

10,672

第66期
（2023年度）

9,925

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）売上高

293

第66期
（2023年度）

▲95
第67期

（2024年度）

（単位：百万円）セグメント損失

　文化施設事業においては、売上高は概ね計画通
りに推移しましたが、利益面については、収益性
の改善が想定に及ばず、前連結会計年度を下回り
ました。
　この結果、文化施設事業の売上高は99億25百
万円（前連結会計年度比7.0％減）、セグメント
損失は95百万円（前連結会計年度はセグメント利益
２億93百万円）となりました。

北谷町立博物館
＜事業主＞北谷町

＜業務範囲＞デザイン・設計、制作・施工

その他 売上高 462百万円
（前連結会計年度比9.5％増）

　
422

第66期
（2023年度）

462

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）売上高

114

第66期
（2023年度）

111

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）セグメント利益

　その他においては、ディスプレイ業以外の事務サービス等についても需要は
回復し、売上高は増加したものの、利益面については概ね前連結会計年度並み
となりました。
　この結果、その他の売上高は４億62百万円（前連結会計年度比9.5％増）、
セグメント利益は１億11百万円（前連結会計年度比2.1％減）となりました。
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設備投資等の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

(2) 設備投資等の状況
　当連結会計年度における特筆すべき設備投資はありません。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度における特筆すべき資金調達はありません。

(4) 対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、緩やかな景気回復と雇用、所得環境の改善が続き、需要は堅調に推移すると考えら
れます。また、訪日外国人旅行者数の増加に伴い、インバウンド関連施設の設備投資の拡大も追い風になると認識し
ております。
　ただし、下振れリスクとして、物価高の長期化による消費者マインドの悪化、深刻な人手不足による供給制約、欧
米における高金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続等に伴う海外景気の下振れ等が懸念されます。
　上述の経営環境を踏まえ、当社グループは、昨年度に策定した中期経営計画（2025年１月期～2027年１月期）
の基本方針を維持したうえで、目標値を上方修正いたしました。堅調な経済環境下での着実な事業成長を実現すると
ともに、働く環境の改善やマーケティングの仕組みづくりなどの重要課題への対処をはじめ、より長期的に、持続的
に成長していくための基盤整備に注力してまいります。さらに、「空間づくり」の可能性を拡げるため、新規事業な
ど、新たな領域への挑戦をしてまいります。
　なお、当社グループは、経営上重視すべき指標を連結ＲＯＥおよび連結営業利益率としており、中期経営計画期間
（2025年１月期～2027年１月期）の目標値としては連結ＲＯＥ11.0％、連結営業利益率5.8%を掲げております。
また、還元目標については配当性向50%以上を目標としております。今後も株主還元の充実を目指した目標や方法等
について、引き続き検討を進めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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財産および損益の状況の推移

62,714

第64期
（2021年度）

64,221

第65期
（2022年度）

81,200

第66期
（2023年度）

91,858

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）売上高

2,209

第64期
（2021年度）

793

第65期
（2022年度）

3,995

第66期
（2023年度）

5,316

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）経常利益

1,434

第64期
（2021年度）

459

第65期
（2022年度）

2,771

第66期
（2023年度）

3,875

第67期
（2024年度）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

45,244

第64期
（2021年度）

29,05929,059

41,858

第65期
（2022年度）

29,41429,414

50,651

第66期
（2023年度）

31,62631,626

54,195

第67期
（2024年度）

33,37033,370

（単位：百万円）総資産/純資産

30.13

第64期
（2021年度）

9.68

第65期
（2022年度）

58.06

第66期
（2023年度）

82.16

第67期
（2024年度）

（単位：円）1株当たり当期純利益

613.11

第64期
（2021年度）

617.96

第65期
（2022年度）

661.00

第66期
（2023年度）

708.00

第67期
（2024年度）

（単位：円）1株当たり純資産

区分 第64期
（2021年度）

第65期
（2022年度）

第66期
（2023年度）

第67期
（当連結会計年度）
（2024年度）

売上高 (百万円) 62,714 64,221 81,200 91,858
経常利益 (百万円) 2,209 793 3,995 5,316
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,434 459 2,771 3,875
１株当たり当期純利益 (円) 30.13 9.68 58.06 82.16
総資産 (百万円) 45,244 41,858 50,651 54,195
純資産 (百万円) 29,059 29,414 31,626 33,370
１株当たり純資産 (円) 613.11 617.96 661.00 708.00

(5) 財産および損益の状況の推移

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第65期の期首から適用しており、第65期以降に係る各数値に
ついては、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容
百万円 ％

株式会社丹青ＴＤＣ 100 100.0 建築・大工・内装仕上工事業

株式会社丹青ディスプレイ 50 100.0 ディスプレイ業

株式会社丹青ビジネス 40 100.0
事務用度品・機器の販売・レンタル、保険代理
業、ファクタリング取引業他のサービス業務

株式会社丹青研究所 50 100.0 文化施設に関する情報集約、調査、研究

株式会社ＪＤＮ 20 100.0
Ｗｅｂサイトを活用した情報提供サービス、広告
販売、コンテストの企画・運営

株式会社丹青ヒューマネット 70 100.0
労働者派遣事業、有料職業紹介事業、主に建設業
を対象にした教育事業

(6) 重要な子会社の状況

（注）丹青創藝設計咨詢（上海）有限公司につきましては、2025年１月31日付で、全出資持分を譲渡することについて決議し、同日付で持分譲渡契
約の締結をいたしましたので、重要な子会社から除外いたしました 。
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主要な事業内容、主要な営業所

(7) 主要な事業内容 （2025年１月31日現在）

事業区分 主要な事業内容 主要な施設等

ディスプレイ業

商業その他施設事業 商業施設全般（チェーンストア事業に係
るものを除く）の内装（設計・施工）

百貨店、ショッピングセンター、各種専
門店、飲食店、各種ショールーム、博覧
会、見本市、展示会、オフィス、ホテ
ル、アミューズメント施設等

チェーンストア事業 チェーン展開型店舗施設等の内装（設
計・施工）

ファストファッション店舗、ファストフ
ード店舗、コンビニエンスストア等

文化施設事業 博物館、美術館、科学館、企業ミュージ
アム等の展示・内装（設計・施工）

博物館、美術館、科学館、企業ミュージ
アム等

その他
労働者派遣事業、事務用度品・機器の販
売・レンタル、Webサイトを活用した情
報サービス等

―

　当社グループは、ディスプレイ業を主な事業とし、その事業を商業その他施設事業、チェーンストア事業、文化施
設事業に区分しております。また、ディスプレイ業以外に、労働者派遣事業、事務用度品・機器の販売・レンタル、
Webサイトを活用した情報サービス等を展開しております。

(8) 主要な営業所 （2025年１月31日現在）

株式会社丹青社
本社 東京都港区港南１丁目２番70号

支店 札幌、仙台、名古屋、大阪、福岡

株式会社丹青ＴＤＣ 本社 東京都台東区

株式会社丹青ディスプレイ 本社 東京都渋谷区

株式会社丹青ビジネス 本社 東京都港区

株式会社丹青研究所 本社 東京都港区

株式会社ＪＤＮ 本社 東京都千代田区

株式会社丹青ヒューマネット 本社 東京都千代田区

（注）丹青創藝設計咨詢（上海）有限公司につきましては、2025年１月31日付で、全出資持分を譲渡することについて決議し、同日付で持分譲渡契
約を締結いたしましたので、主要な営業所から除外いたしました 。
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(9) 従業員の状況 （2025年１月31日現在）

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

商業その他施設事業 822名
（12名）

23名増
（２名増）

チェーンストア事業 236名 13名増

文化施設事業 191名
（209名）

９名減
（５名増）

そ　の　他 235名
（５名）

23名増
（１名増）

合　　　計 1,484名
（226名）

50名増
（８名増）

項目 従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男性 803名 ９名増 45歳８ヵ月 18年１ヵ月

女性 310名 33名増 37歳６ヵ月 ９年９ヵ月

合計 1,113名
（207名） 42名増 43歳５ヵ月 15年９ヵ月

① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を（　）内に外数で記載しております。
２. 当社グループの一部の会社において、複数にわたって事業を行っており、特定のセグメントに区分して記載することができないため、

費用等により按分する方法によって記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数には、当社からの出向者を除き、受入出向者を含めて記載しております。
２. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は期中の平均人員を（　）内に外数で記載しております。

(10) 主要な借入先 （2025年１月31日現在）

　該当事項はありません。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項（2025年１月31日現在）
　

その他の法人
7.46％

個人・その他
37.30％

外国法人等
14.54％

金融商品取引業者
7.59％

金融機関
33.11％

所有者別の株式保有比率

(1) 発行可能株式総数 187,200,000株
(2) 発行済株式の総数 48,424,071株

（自己株式318,286株を含みます。）

(3) 株主数 16,257名
(4) 大株主

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,167 12.82
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,442 5.08
丹青社取引先持株会 2,304 4.79
第一生命保険株式会社 1,907 3.96
丹青社従業員持株会 1,593 3.31
日本生命保険相互会社 1,446 3.01
野村信託銀行株式会社（投信口） 1,045 2.17
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 986 2.05
J.P.MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF
ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS－SETT ACCT 838 1.74

THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD.
AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND 834 1.73

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

３ 会社の新株予約権等に関する事項

（注）持株比率は自己株式（318,286株）を除いて算出しております。なお、自己株式（318,286株）には、丹青社従業員持株会専用信託が保有す
る当社株式（737,200株）および役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式（234,574株）は含んでおりません。

　該当事項はありません。

　該当事項はありません。
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4 会社役員に関する事項
(1) 取締役の氏名等（2025年１月31日現在）

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

取締役会長 高 橋 貴 志

代表取締役社長 小 林 　 統

取締役 森 永 倫 夫 デザイン・制作担当

取締役 深 ⾕ 　 徹 営業・マーケティング担当

取締役 津久井　哲　雄 経営管理担当

社外取締役 板 ⾕ 敏 正 プロパティデータバンク株式会社代表取締役会長
早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授

取締役（常勤監査等委員） 戸 髙 久 幸

社外取締役（監査等委員） 吉 井 清 信
NTS総合コンサルティンググループ代表
NTS総合税理士法人統括代表社員
監査法人アイリス統括代表社員

社外取締役（監査等委員） 槇　原　耕太郎 一般社団法人東京法人会連合会専務理事
公益財団法人東法連特定退職金共済会専務理事

社外取締役（監査等委員） 保 坂 理 枝 シティユーワ法律事務所弁護士
株式会社ティーネットジャパン社外取締役

（注）１. 2024年４月25日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって、新島由未子氏は取締役（監査等委員）を任期満了によ
り退任いたしました。

２. 取締役（監査等委員）戸髙久幸氏は、当社グループの管理業務に従事し、管理部門全体を統括した経験を有しており、
財務、会計及びコーポレートガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。

３. 取締役（監査等委員）吉井清信氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

４. 取締役（監査等委員）槇原耕太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。

５. 取締役（監査等委員）保坂理枝氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程
度の知見を有するものであります。

６. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために戸髙久幸氏を常勤の監査等委員として選定して
おります。

７. 取締役板⾕敏正氏、取締役（監査等委員）吉井清信氏、槇原耕太郎氏および保坂理枝氏は、東京証券取引所に独立役員
として届け出ております。
なお、各氏は、当社が定める「社外取締役の独立性基準」（https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance）を満たし
ております。
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(2) 取締役の報酬等の額
① 取締役の報酬等の決定方針等

当社は、2021年２月26日開催の取締役会において、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除
く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじ
め決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、
指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断
しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

基本方針
取締役の報酬等は、当社グループの業績の向上および企業価値の向上に対するモチベーションを高めることを

主眼に、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給する。
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の報酬は、各事業年度における業績の向上ならび

に中長期的な企業価値の向上に向けて職責を負うことから、固定報酬と変動報酬（短期インセンティブ（賞与）
および中長期インセンティブ（株式報酬））で構成する。

社外取締役および監査等委員である取締役については、業務執行から独立した立場であるため、固定報酬のみ
を支給する。

個人別の報酬等（業績連動報酬等・非金銭報酬等以外）の額または算定方法の決定方針
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の固定報酬は、各取締役の役位（期待される役割

および責任）に応じて、他社水準等を考慮し、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見
および助言並びに監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額
を決定する。

また、固定報酬を基本として、「代表権手当」「取締役会議長手当」等の加算を行うことができる。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の固定報酬は、期待される役割および責任に応じて、他社水準

等を考慮し、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見および助言並びに監査等委員会か
らの意見等が提示された場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で報酬額を決定する。

監査等委員である取締役の固定報酬は、その報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で、会
社の業績・収益状況を考慮して決定する。また、報酬総額の各監査等委員である取締役への配分は、それぞれそ
の職務に応じて算定し、監査等委員である取締役の協議において決定する。

業績連動報酬等に係る業績連動指標等の内容および額または数の算定方法の決定方針
取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の業績連動報酬（賞与）の総額は、株主総会にお

いて決定された取締役の報酬限度額から、支給済の基本報酬を差し引いた金額の範囲内かつ、親会社株主に帰属
する当期純利益の３％以下とし、短期の業績評価として重視している、連結受注高、連結営業利益、連結営業利
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益率、親会社株主に帰属する当期純利益の４種類の指標の目標達成度に応じて、変動することとし、過半数を独
立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の意見および助言並びに監査等委員会からの意見等が提示された
場合には、その意見等を踏まえて、取締役会において決定する。

各取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）への賞与の配分については、個人別に業績への
貢献度、施策の達成度等を評価し、評価に基づいた配分率を用いて、過半数を独立社外取締役で構成する指名・
報酬諮問委員会の意見および助言並びに監査等委員会からの意見等が提示された場合には、その意見等を踏ま
え、取締役会において決定する。

非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプションを含む）の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定方針
取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く。）の中長期的な企業価値向上への貢

献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的に、当社株式および当社株式の換価処分金
相当額の金銭（以下、「当社株式等」という。）の交付および給付（以下、「交付等」という。）を行う株式報
酬制度（以下、「本制度」という。）を株主総会での承認を得たうえで導入する。

本制度の内容については、取締役（社外取締役、監査等委員である取締役および国外居住者を除く。）の中長
期的な企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様と株価変動の利害共有を図ることを目的として
いることから、業績連動部分と固定部分で構成する。

業績連動の内容としては、制度導入の目的を鑑み、中期経営計画で重視する経営指標と連動するものとし、目
標の達成度に応じて０～200％の範囲で変動させるものとする。また、対象期間についても中期経営計画と連動
した期間を設定するものとする。

交付等がなされる株式の数および換価処分金相当額については、他社水準等を考慮したうえで、目標が達成さ
れた場合、全役位ともに総報酬額に占める変動報酬（賞与および株式報酬）の割合が50％以上となるよう設定
する。

個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合（比率）の決定方針
固定報酬額と変動報酬（賞与および株式報酬）の構成割合については、取締役（社外取締役および監査等委員

である取締役を除く）の報酬は、当社グループの業績の向上および企業価値の向上に対するモチベーションを高
めることを主眼としていることから、全役位ともに、目標を全て達成した場合は、総報酬額に占める変動報酬
（賞与および株式報酬）の割合が50％以上となることを基本とする。

なお、妥当性を担保するため、役位ごとに、利益水準が当社と同程度の他社水準との比較検証を行うものとす
る。

報酬等を与える時期または条件の決定方針
固定報酬については、年額を12等分し、毎月支払う。
賞与については、株主総会終了後、速やかに支払う。
株式報酬については、株式報酬制度で定められた条件ならびに時期に則って支払う。
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区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
取締役の員数基本報酬 賞与 株式報酬

取締役
（監査等委員である取締役を除く）

（内、社外取締役）

291
（７）

155
（７）

108
（ー）

28
（ー）

６
（１）

取締役（監査等委員）
（内、社外取締役）

43
（23）

43
（23） ー ー ５

（４）

合　計 335 198 108 28 11

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．上表には2024年４月25日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役（監査等委員）１名を含ん
でおります。

２．使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
３．業績連動報酬（賞与）に係る指標は、短期の業績評価として重視している、連結受注高、連結営業利益、連結営業利益

率、親会社株主に帰属する当期純利益の４種類としており、その実績は連結受注高 1,111億52百万円、連結営業利益
5,147百万円、連結営業利益率5.6％、親会社株主に帰属する当期純利益3,875百万円であります。
当社の業績連動報酬（賞与）は、上記指標ごとに一定比率を乗じて総額を算出し、個人別に業績への貢献度、施策の達
成度等を評価し、評価に応じた配分率を用いて個人ごとの金額を決定しております。

４．非金銭報酬等の内容は、業績連動型株式報酬制度であります。制度の対象となる取締役の中長期的な企業価値向上への
貢献意欲を高めることおよび株主のみなさまとの利害共有を図ることを主旨としておりますので、中期経営計画で重視
する経営指標（連結ＲＯＥおよび連結営業利益）と連動するものとし、目標の達成度に応じて０～200％の範囲で変動
させるものであり、また、対象期間についても中期経営計画と連動した期間を設定しております。
なお、業績連動係数の計算式は以下のとおりであります。
　連結ＲＯＥの業績連動係数＝｛（中期経営計画の最終年度における連結ＲＯＥ）－10％｝÷5％

ただし、1≧業績連動係数≧0とし、小数点第4位を切り捨てるものとする。
　連結営業利益の業績連動係数＝｛（中期経営計画の最終年度における連結営業利益額）－40億円｝÷20億円

ただし、1≧業績連動係数≧0とし、小数点第4位を切り捨てるものとする。
５．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額（基本報酬および賞与）は、2016年４月26日開催の第58回定

時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）の員数は９名であります。

６．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年４月26日開催の第58回定時株主総会において、年額60百万円以内と決
議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は４名であります。

７．取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）を対象とした株式報酬のために拠出する金員の上限は、
2019年４月23日開催の第61回定時株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、対象期間（３年）ごとに363百万
円、ただし、2020年１月31日で終了する事業年度に設定するものについては対象期間を５年として605百万円、株式
等の総数は対象期間（３年）ごとに360,000株（１事業年度あたり120,000株）ただし、2020年１月31日で終了する
事業年度に設定するものについては対象期間を５年として600,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終
結時点の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の員数は８名であります。

８．上記の「株式報酬」は、当事業年度中に費用計上した額であります。
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区分 氏名 重要な兼職の状況 当社との関係

取締役 板⾕　敏正 プロパティデータバンク株式会社代表取締役会長
早稲田大学大学院創造理工学研究科客員教授 特別な関係はありません

取締役
（監査等委員） 吉井　清信

NTS総合コンサルティンググループ代表
NTS総合税理士法人統括代表社員
監査法人アイリス統括代表社員

特別な関係はありません

取締役
（監査等委員） 槇原　耕太郎 一般社団法人東京法人会連合会専務理事

公益財団法人東法連特定退職金共済会専務理事 特別な関係はありません

取締役
（監査等委員） 保坂　理枝 シティユーワ法律事務所弁護士

株式会社ティーネットジャパン社外取締役 特別な関係はありません

区分 氏名 出席状況、発言状況および
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 板⾕　敏正

当事業年度に開催された取締役会17回のうち全てに出席しました。企業経営
に関する豊富な経験と幅広い見識およびデジタル分野の専門性に基づき、議
案の審議に必要な発言を適宜行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 吉井　清信

当事業年度に開催された取締役会17回のうち全てに、また、監査等委員会12
回のうち全てに出席しました。公認会計士および税理士としての豊富な経験
と財務および会計に関する高い見識を有しており、当社経営の監督機能およ
び監査機能の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に資する発言を適
宜行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

取締役
（監査等委員） 槇原　耕太郎

当事業年度に開催された取締役会17回のうち全てに、また、監査等委員会12
回のうち全てに出席しました。行政分野における多様な経験と、財務および
会計に関する高い見識から、当社経営の監督機能および監査機能の強化なら
びにコーポレートガバナンスの充実に資する発言を適宜行うなど、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

取締役
（監査等委員） 保坂　理枝

2024年４月25日就以降に開催された取締役会14回のうち全てに、また、監
査等委員会10回のうち全てに出席しました。弁護士としての豊富な経験と企
業法務に関する高い見識を有しており、当社経営の監督機能および監査機能
の強化ならびにコーポレートガバナンスの充実に資する発言を適宜行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしており
ます。

(3) 社外役員に関する事項
① 重要な兼職の状況および兼職先と当社との関係

② 当事業年度における主な活動状況
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(4) 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を遂行するにつき善意かつ重大な過失がないときは、1,000万
円と法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額を責任限度額とする旨の契約を締結しております。

(5) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
①被保険者の範囲

当社および当社のすべての子会社のすべての取締役（監査等委員を含む）および監査役
②保険契約の内容の概要

被保険者が①の会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求が
なされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を補償するものです。ただし、贈収賄などの
犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執
行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
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5 会計監査人の状況

支払額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 64百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 68百万円

(1) 会計監査人の名称　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて
必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社が会計監査人に対して報酬等を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務で、報酬等の
額は４百万円です。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解
任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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6 業務の適正を確保するための体制および運用状況
　当社取締役会の決議した上記体制は、次のとおりです。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 法令遵守はもとより、社会規範を尊重し、良識と責任をもって企業活動を行うため、「丹青社グループ行動基
準」を定め、当社ならびに各グループ会社の取締役および使用人はこれに従う。

② 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制については、「コン
プライアンス基本規程」に従うものとし、代表取締役の最終的な権限と責任のもと、経営管理部門担当取締役
を管理責任者としてグループ全体のコンプライアンス・プログラムを遂行する。

③ コンプライアンスに関する教育、研修を継続的に実施し、取締役および使用人の法令遵守等に対する意識を高
め、企業倫理の確立をはかる。

④ 内部通報制度を設け、法令違反等の未然防止と早期発見に努めるとともに、法令違反等が発生した場合は、迅
速かつ適切に対処する。

⑤ 反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力から不当要求を受けた場合
は、総務部を対応部門とし、必要に応じて顧問弁護士や警察等の指導を仰ぎながら、適切に対処する。

⑥ 財務報告制度に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の
信頼性と適正性を確保する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る文書その他の情報の保存および管理に関する体制として、「取締役の職務執行情報管理
規程」を設け、これに従うものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、グループ全体のリスク管理について「リスクマネジメント基本方針」を定めるとともに、社内規程として
「損失危険管理規程」を設け、当該体制について、これに従うものとする。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　代表取締役は、内部統制システムの構築および運用に際しては、取締役の職務執行の効率性および迅速性の確保と
のバランスの維持に努め、問題発生時には、取締役会の決議に従うものとする。
　内部統制システムと取締役の職務執行の効率性・迅速性を確保するため、内部統制システムの各担当者と職務執行
行為を行う各取締役は、それぞれの職務において、問題が発生した場合、直ちに、当該事態を取締役会へ報告し、そ
の解決を取締役会に委ねるものとする。
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(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　当社は、「子会社管理規程」に従い、定期的に各グループ会社から経営状況、財務状況およびその他の重要事
項について報告を受ける。

② 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、グループ全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント基本方針」に従い、各グループ会社
と連携して、リスク管理体制を整備する。

③ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、各グループ会社においても、内部統制システムの構築および運用に際しては、取締役の職務執行の効
率性および迅速性の確保とのバランスを維持するよう監督する。

④ 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社と各グループ会社は、連携してコンプライアンス・プログラムを遂行する。

(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員会から要求のあった監査等委員会の職務補助者について、監査等委員会の職務の補助を行う部門を設置
し、若干名の使用人を配置する。
　監査等委員会の職務補助者の任命および解任は、当社の使用人の中から取締役会が行う。ただし、監査等委員会の
同意を必要とする。
　監査等委員会の職務補助者は、他の職務の兼任を妨げられないものとする。ただし、監査等委員会から兼任する職
務内容の変更要求があった場合には、合理的理由のない限り、職務補助者の兼任職務の内容を変更しなければならな
い。

(7) 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 当社および各グループ会社は、監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人が業務を円滑に遂行できるよう
協力する。

② 監査等委員会の職務の執行を補助すべき使用人は、監査等委員に同行し取締役会その他の重要会議に出席する
ことができる。
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(8) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査等委員会に報告するための体制
① 当社の取締役および使用人は、監査等委員会に対して、定期的に下記事項を報告する。
イ. 当社および各グループ会社の内部統制に関わる部門の活動概要
ロ. 各グループ会社の監査役の活動状況
ハ. 業績および業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ニ. 内部通報制度の運用および通報の内容

② 監査等委員会への直接の報告が必要であると思われるときは、当社の取締役および使用人ならびに各グループ
会社の取締役および使用人等は、直ちに、当社の監査等委員会に報告をする。

(9) 監査等委員会へ報告した者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制

　当社および各グループ会社は、監査等委員会へ報告したことを理由として、報告した者に対し不利な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を周知徹底する。

(10) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還を請求したときは、速やかにこれに応
じる。

(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から照会があった場合、調査に時間を要するものを除
き、直ちに当該照会に対して回答しなければならない。
　直ちに照会への回答をすることができない場合、その理由を照会した監査等委員会あるいは会計監査人に通知しな
ければならない。
　内部統制に関わる部門は、監査等委員会あるいは会計監査人から要求のあった場合、内部統制システムの運用状況
を含めた活動概要を報告しなければならない。
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　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し
運用しております。上記各体制の整備および運用状況については継続的に調査し、取締役会へ報告するとともに、調
査の結果を踏まえて、より適切な内部統制システムの構築に努めております。
コンプライアンス体制
　「丹青社グループ行動基準」や「コンプライアンス基本規程」等の社内規程を整備するとともに、コンプライア
ンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備するため、当社グループの従業者を対象としたコンプライ
アンス研修を定期的に実施しております。また、当社の内部通報制度についても周知活動を継続しております。
損失の危険の管理に関する体制
当社グループでは、経営成績や財務状況に重要な影響を与え、事業の円滑な運営と成長に支障をきたすおそれの

ある事象について、恒常的に特定・評価・分析し対策を講じております。
それら事業活動上のリスクについては、「損失危険管理規程」に基づいてリスクマネジメント活動を総括・推進
するリスク・コンプライアンス委員会を中心に洗い出しを行い、事象が発生する可能性や発生した場合の影響の度
合いなどの基準により評価しております。評価結果をふまえ、経営として特に重視すべきリスクを特定し、全体的
見地から特に実施すべきリスク対策を定めてその実行状況をモニタリングしています。
以上のリスクの把握・評価・対策における重要な選択や決定等は取締役会に報告され、経営による判断・意思決

定と連動しております。
企業集団における業務の適正を確保する体制
　子会社の管理に関する諸規程を整備するとともに、当社および各グループ会社の役職員で構成される子会社会議
を定期的に開催し、重要事項の報告を受けるとともに、各グループ会社の経営計画の進捗状況等を確認しておりま
す。
監査に関する体制
　内部監査については独立した内部監査部門が内部監査計画に基づき、業務監査、会計監査、子会社監査を実施し
ております。
　また、監査等委員会の監査については、監査等委員会において定めた監査計画に基づき、内部監査部門と連携
し、監査の実効性と効率性を高めております。
　なお、監査等委員会の監査が効率的に行われるよう、専任の監査等委員会の職務補助者を１名配置しておりま
す。
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7 株式会社の支配に関する基本方針
(1) 基本方針の内容
　当社グループは、人と人、人とモノ、人と情報が行き交う空間を「社会交流空間」ととらえ、空間やメディアを有
効活用し、魅力ある「社会交流空間」の創造を事業として、創業以来発展をしてまいりました。
　現在では、百貨店・ショッピングセンター、各種専門店、博覧会や各種イベント、オフィス、ホテル、アミューズ
メント施設等を対象とした「商業その他施設事業」、ファストファッション店舗、ファストフード店舗、コンビニエ
ンスストア等の全国にチェーン展開を行っている店舗施設を対象とした「チェーンストア事業」、博物館、美術館、
企業ミュージアム等を対象とした「文化施設事業」、以上３つの事業分野においてディスプレイ業を展開しておりま
す。
　さらに、ディスプレイ業に関連した事業を展開しており、あらゆる分野の空間づくりにおける調査・企画から設
計、施工、運営・管理まで事業領域を拡大しております。
　当社グループは、事業領域を拡大する過程において、上記に掲げる事業分野の調査、研究、企画、設計、施工、監
理およびこれらに関連する事業活動に関する経営ノウハウを着実に積み重ね、「空間づくりの問題解決力、実現力」
を向上させるとともに、株主や従業員、さらには委託先、取引先などの各ステークホルダーとの間に、長期にわたり
強固な信頼関係を構築してまいりました。
　これら「空間づくりの問題解決力、実現力」および「各ステークホルダーとの強固な信頼関係」は、当社グループ
の中長期的な成長を支える基盤であり、まさに企業価値を生み出す源泉であると考えております。
　当社取締役会としましては、当社が上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、会社を支配する者の在り
方は最終的には株主の多数意見によって決定されるべきものと認識しており、会社の経営権の異動を伴うような提案
をただちに否定するものではありません。
　しかしながら、当社株式の大規模な買付行為などを実施する者の中には、当社グループの事業特性を充分に把握せ
ず、上記に掲げる企業価値を生み出す源泉となる部分を軽視し、中長期的に見て当社グループの企業価値を毀損する
おそれのある提案がなされる場合も想定されます。
　当社取締役会は、株主共同の利益および中長期的な企業価値を保全する観点から、このような提案を行う者は当社
の経営を支配する者として不適当であると認識しており、当該提案を受けた場合、適宜適切な対応を行ってまいる所
存です。
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(2) 基本方針の実現に資する取組み
① 中長期的な会社の経営戦略
　当社グループは「空間から未来を描き、人と社会に丹青（いろどり）を。」とパーパスを掲げるとともに、100
周年にあたる2046年に向け、私たちの未来ビジョン2046「こころを動かす空間づくりのプロフェッショナル集
団であり空間と自分自身の可能性を切り拓くチャレンジ集団でもあり続ける」を策定しました。
　今後はパーパス、私たちの未来ビジョン2046及び新中期経営計画（2025年１月期～2027年１月期）に基づ
き、環境変化に柔軟に対応し、成長軌道に乗せるための基盤整備を行い、新たな事業領域に挑戦することで更なる
企業価値の向上に努めてまいります。
　当社グループとしましては、上記、中期経営計画に基づいた改革を実行し、当社グループの総合的な競争力の強
化に努めることが、企業価値を向上させるうえで重要なものと考えております。
　また、当社グループが持続的な成長を続けるためには、さまざまなステークホルダーから信頼・理解をいただく
ことが必要と認識し、ＩＳＯ１４００１の実践による環境負荷の低減やユニバーサルデザインへの取組み、プライ
バシーマーク制度に基づく個人情報保護体制の構築など、適正かつ適法に事業活動を展開するための体制の整備に
取り組んでおります。

② コーポレート・ガバナンスへの取組み
　当社は、当社グループの企業価値の向上を使命と認識し、その実現に向けてコーポレート・ガバナンスの強化、
充実が重要な経営課題の一つであるととらえております。
　また、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ
ナンスの充実に取り組んでおります。
(ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。
(ⅱ) 各ステークホルダーの利益を考慮し、適切に協働いたします。
(ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保いたします。
(ⅳ) 取締役会による業務執行の監督機能の実効性を確保するため、自己規律が働く仕組みを構築いたします。
(ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
　なお、企業統治の体制の概要については次のとおりであります。
　当社の取締役会は10名の取締役（うち社外取締役４名）により構成され、原則として月１回開催しており、各
取締役は取締役会の構成員として迅速かつ的確に意思決定を行っております。業務の執行については、代表取締役
社長が、取締役会で決定された経営方針に基づき、業務執行上の最高責任者として当社の業務を統括しておりま
す。
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（注）本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産および増減率等の比
率は、表示桁未満の端数を四捨五入しております。なお、同記載金額には消費税等を含んでおりません。

　取締役の一部は業務の執行も担当しており、その執行状況は、社外取締役を除く全ての取締役が出席する経営会
議において情報の共有化が図られ、かつ、取締役会には報告事項として定期的に報告され、客観的な立場から経営
に対する適切な意見・助言をいただくために選任された４名の社外取締役による取締役会における審議を通して、
経営の透明性と客観性の向上を図っております。
　また、当社は監査等委員会を設置しており、監査等委員会は４名の取締役（うち社外取締役３名）で構成されて
おり、原則として月１回開催しております。常勤監査等委員が社内の重要な会議に出席し、意見を述べるととも
に、内部監査部門と連携し、監査の実効性と効率性を高めております。
　当社は取締役の指名および報酬に関する諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問
委員会を設置しております。
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連結貸借対照表
第67期（2025年１月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部 負債の部
流動資産
現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
有価証券
未成工事支出金等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物・構築物
機械・運搬具・工具器具備品
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウェア
電話加入権
その他
投資その他の資産
投資有価証券
繰延税金資産
退職給付に係る資産
敷金保証金
その他
貸倒引当金　

45,251,816
17,207,221
23,152,987
300,000
2,708,959
1,896,228
△13,581
8,943,908
726,124
488,606
176,658
60,860
280,036
250,527
29,273
235

7,937,747
2,457,047
35,297

4,327,383
776,738
396,443
△55,164　

流動負債 19,343,704
支払手形・工事未払金等 10,545,223
未払法人税等 1,252,851
未成工事受入金 2,500,279
賞与引当金 1,933,002
役員賞与引当金 121,632
完成工事補償引当金 190,841
工事損失引当金 284,174
その他 2,515,698

固定負債 1,481,248
長期借入金 668,080
退職給付に係る負債 13,859
役員株式給付引当金 28,248
債務保証損失引当金 3,205
繰延税金負債 704,551
その他 63,303

負債合計 20,824,952
純資産の部
株主資本 32,545,490
資本金 4,026,750
資本剰余金 4,024,974
利益剰余金 25,518,535
自己株式 △1,024,770
その他の包括利益累計額 825,281
その他有価証券評価差額金 1,076,457
退職給付に係る調整累計額 △251,176
純資産合計 33,370,772

資産合計 54,195,724 負債純資産合計 54,195,724

連結計算書類
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連結損益計算書
第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高 91,858,442
売上原価 74,793,911
売上総利益 17,064,531

販売費及び一般管理費 11,917,511
営業利益 5,147,019
営業外収益
受取利息 10,533
受取配当金 56,657
保険配当金 27,495
仕入割引 31,630
労災保険還付金 29,687
その他 69,412 225,417

営業外費用
固定資産除却損 16,710
投資事業組合運用損 10,754
移転関連費用 16,714
その他 11,722 55,901

経常利益 5,316,536
特別利益
投資有価証券売却益 295,712
関係会社出資金売却益 44,940
ゴルフ会員権売却益 5,354 346,006

特別損失
投資有価証券評価損 194,887
その他 3,823 198,711
税金等調整前当期純利益 5,463,831
法人税、住民税及び事業税 1,792,668
法人税等調整額 △204,358 1,588,310
当期純利益 3,875,520
親会社株主に帰属する当期純利益 3,875,520
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第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで） （単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 4,026,750 4,024,974 23,086,193 △407,367 30,730,551
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,443,179 △1,443,179
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,875,520 3,875,520
自己株式の取得 △870,669 △870,669
自己株式の処分 253,266 253,266
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,432,341 △617,402 1,814,938
当連結会計年度末残高 4,026,750 4,024,974 25,518,535 △1,024,770 32,545,490

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に
係る調整累計額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,159,133 68,983 △331,924 896,192 31,626,744
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △1,443,179
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,875,520
自己株式の取得 △870,669
自己株式の処分 253,266
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △82,675 △68,983 80,748 △70,910 △70,910

連結会計年度中の変動額合計 △82,675 △68,983 80,748 △70,910 1,744,027
当連結会計年度末残高 1,076,457 － △251,176 825,281 33,370,772

連結株主資本等変動計算書

45



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/03/19 17:10:48 / 24166702_株式会社丹青社_招集通知_電子提供措置用

貸借対照表

貸借対照表
第67期（2025年１月31日現在） （単位：千円）

科目 金額 科目 金額
資産の部
流動資産
現金預金
受取手形
完成工事未収入金
有価証券
商品
未成工事支出金
短期貸付金
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
工具器具備品
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウェア
電話加入権
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式・関係会社出資金
破産更生債権等
長期前払費用
前払年金費用
敷金保証金
その他
貸倒引当金　

45,256,498
16,458,547
1,887,738
20,698,702
300,000
1,767,600
831,172
1,512,992
266,102
1,548,131
△14,489
9,368,739
608,757
400,722
147,175
60,860
213,992
191,120
22,872

8,545,988
2,407,909
856,605
27,536
24,942

4,424,294
583,005
276,860
△55,164　

負債の部
流動負債 21,647,461
支払手形 2,781,740
工事未払金 6,970,233
リース債務 6,874
未払金 128,296
未払費用 1,292,899
未払法人税等 1,193,989
未払消費税等 170,788
未成工事受入金 2,494,984
預り金 1,293,106
賞与引当金 1,841,275
役員賞与引当金 108,000
完成工事補償引当金 188,765
工事損失引当金 327,947
ファクタリング未払金 2,805,180
営業外電子記録債務 43,380

固定負債 1,497,924
長期借入金 668,080
リース債務 19,295
繰延税金負債 763,954
役員株式給付引当金 28,248
債務保証損失引当金 3,205
その他 15,141

負債合計 23,145,386
純資産の部
株主資本 30,412,530
資本金 4,026,750
資本剰余金 4,024,974
資本準備金 4,024,840
その他資本剰余金 134
利益剰余金 23,385,575
利益準備金 302,866
その他利益剰余金 23,082,709
別途積立金 16,500,000
繰越利益剰余金 6,582,709

自己株式 △1,024,770
評価・換算差額等 1,067,321
その他有価証券評価差額金 1,067,321
純資産合計 31,479,851

資産合計 54,625,238 負債純資産合計 54,625,238

計算書類
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損益計算書

損益計算書
第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで） （単位：千円）

科目 金額
売上高
完成工事高 75,972,325
設計収入等売上高 12,821,029 88,793,354

売上原価
完成工事原価 62,556,059
設計収入等売上原価 10,768,622 73,324,681
売上総利益
完成工事総利益 13,416,265
設計収入等総利益 2,052,406 15,468,672

販売費及び一般管理費 10,741,093
営業利益 4,727,579
営業外収益
受取利息及び配当金 185,671
その他 132,032 317,704

営業外費用
支払利息 8,949
固定資産除却損 4,814
投資事業組合運用損 10,754
損害賠償金 5,537
その他 252 30,307

経常利益 5,014,976
特別利益
投資有価証券売却益 295,712
ゴルフ会員権売却益 5,354 301,066

特別損失
関係会社出資金売却損 143,101
投資有価証券評価損 194,887
その他 3,823 341,812
税引前当期純利益 4,974,229
法人税、住民税及び事業税 1,661,334
法人税等調整額 △226,008 1,435,326
当期純利益 3,538,903
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株主資本等変動計算書

第67期（2024年２月１日から2025年１月31日まで） （単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当事業年度期首残高 4,026,750 4,024,840 134 4,024,974 302,866 16,500,000 4,486,984 21,289,850
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △1,443,179 △1,443,179
当期純利益 3,538,903 3,538,903
自己株式の取得
自己株式の処分
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 2,095,724 2,095,724
当事業年度末残高 4,026,750 4,024,840 134 4,024,974 302,866 16,500,000 6,582,709 23,385,575

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当事業年度期首残高 △407,367 28,934,208 1,148,400 1,148,400 30,082,608
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △1,443,179 △1,443,179
当期純利益 3,538,903 3,538,903
自己株式の取得 △870,669 △870,669 △870,669
自己株式の処分 253,266 253,266 253,266
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） ー － △81,078 △81,078 △81,078

事業年度中の変動額合計 △617,402 1,478,321 △81,078 △81,078 1,397,242
当事業年度末残高 △1,024,770 30,412,530 1,067,321 1,067,321 31,479,851

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年３月14日

株式会社　丹 青 社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 滝 沢 勝 己
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 嶌 照 夫

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社丹青社の2024年2月1日から2025年1月31日ま
での連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社丹青社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書
類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、
連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独
で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2025年３月14日

株式会社　丹 青 社
取締役会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 滝 沢 勝 己
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 嶌 照 夫

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社丹青社の2024年2月1日から2025年1月
31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他
の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書
類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい
る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について
報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年２月１日から2025年１月31日までの第67期事業年度における取締役の職務の執行
を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並び

に当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で
監査を実施いたしました。
(1) 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に

出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。

(2) 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取締役会その他にお
ける審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

(3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当

であると認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年３月17日

株式会社 丹 青 社　監査等委員会

常勤監査等委員 戸　髙　久　幸 ㊞
監査等委員 吉　井　清　信 ㊞
監査等委員 槇　原　耕太郎 ㊞
監査等委員 保　坂　理　枝 ㊞

（注） 監査等委員吉井清信氏、槇原耕太郎氏及び保坂理枝氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定
する社外取締役であります。

以　上
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